
長久手市ふるさと応援活動支援事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、長久手市ふるさと応援活動支援事業補助金に関し

必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、長久手市補助

金等交付規則（昭和６０年長久手町規則第６号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（補助対象者）

第２条 補助金の交付の対象者（以下「補助対象者」という。）は、市

内を活動拠点とし、次のいずれかに該当するものとする。

⑴ 本市と連携等に関する協定を締結している社会福祉法人

⑵ 本市の補助金、交付金等を受給する団体

⑶ その他市長が認める団体

（補助対象事業）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」とい

う。）は、次のいずれかに該当する事業とする。

⑴ 「日本一の福祉のまち」の実現に結びつく事業

⑵ 地域づくり及びふるさとづくりに貢献する事業

⑶ 地域福祉活動及び社会貢献活動の推進を図る事業

⑷ 長久手市のＰＲに貢献する事業

⑸ その他市長が特に認める事業

２ 前項第２号に規定する団体が実施する事業は、前項の規定に加え、

補助対象者が独自の方法により資金調達を行い、実施する事業とす

る。

（補助対象事業実施期間）

第４条 補助対象事業実施期間は、原則として地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２０８条に規定する会計年度とする。ただし、

市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

（補助事業の申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、長久手市ふる



さと応援活動支援事業申請書（様式第１号。以下「事業申請書」と

いう。）に、次の書類を添えて市長に提出するものとする。

⑴ 事業計画書

⑵ 収支予算書

⑶ 団体概要書

⑷ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 事業申請書の提出期間は、４月１日から１２月２５日までとする。

ただし、１２月２５日が長久手市の休日を定める条例（平成元年長

久手町条例第２２号）第１条第１項に規定する市の休日に当たると

きは、その日以後の最初の休日でない日までとする。

（補助対象経費）

第６条 補助対象経費は、事業の実施に係る総事業費とする。ただし、

当該事業に対して他の助成を受けている場合は、交付対象経費から

当該助成費を除いた額を対象とする。

（補助対象事業の決定及び通知）

第７条 市長は、前条の規定により提出された事業申請書を審査の上、

補助対象事業の当否を決定し、長久手市ふるさと応援活動支援事業

決定通知書（様式第２号。以下「事業決定通知書」という。）により

補助対象者に通知するものとする。

（補助対象事業の内容の変更）

第８条 前条に規定する事業決定通知書を受理した補助対象者が、事

業申請書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ長久手市ふ

るさと応援活動支援事業変更申請書（様式第３号。以下「変更申請

書」という。）を市長に提出してその承認を得なければならない。

２ 市長は、前項の変更申請書の内容を審査の上、長久手市ふるさと

応援活動支援事業変更（承認・却下）通知書（様式第４号）により、

補助対象者に通知するものとする。

（補助対象事業の周知）

第９条 市長は、第７条の規定により補助対象事業として決定した事

業について、ふるさと長久手寄附金（以下「寄附金」という。）の使



途として、市のホームページへ掲載することとする。

２ 掲載の期間は、最長で事業を決定したときから当該年度の３月１

５日までとする。

（補助金の交付上限額）

第１０条 補助金の額は、予算の範囲内で、かつ当該事業に賛同する

者からの寄附金総額の２分の１の額に、市外の者からの寄附金につ

いて、寄附金総額の１０分の３から当該寄附に係る返礼品の調達及

び発送に要した経費を控除した額を加えた額の範囲内とする。ただ

し、補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。

２ 同一の団体への補助金の交付は、同一年度内１回を限度とする。

（補助金の額の通知）

第１１条 市長は、前条第１項の規定により交付上限額が確定したと

きは、長久手市ふるさと応援活動支援事業補助金交付上限額通知書

（様式第５号。以下「交付上限額通知書」という。）により通知する

ものとする。

（交付の申請）

第１２条 前条に規定する交付上限額通知書を受理した補助対象者は、

当該通知を受理した日から起算して３０日を経過する日又は当該年

度の３月２０日のいずれか早い日までに、長久手市ふるさと応援活

動支援事業補助金交付申請書（様式第６号。以下「交付申請書」と

いう。）に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。 た

だし、第４条の規定により一会計年度を越えて事業を実施する場合

は、翌年度の４月１日から５月３１日までに交付申請書を提出する

ものとする。

⑴ 事業計画書

⑵ 収支予算書

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 補助事業が複数年度にわたる場合、補助事業者は、交付上限額の

範囲において、年度毎に交付申請を行うことができる。



（交付の決定及び通知）

第１３条 市長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査の

上、補助金の交付額を決定し、長久手市ふるさと応援活動支援事業

補助金交付決定通知書（様式第７号）により補助対象者に通知する

ものとする。

（補助要件を満たさない場合の措置）

第１４条 補助対象者は、交付決定を受けた事業が補助要件を満たさ

なくなったときは、直ちに、長久手市ふるさと応援活動支援事業補

助金取下申出書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請

に係る補助金交付の決定はなかったものとみなす。

（交付決定の取消し）

第１５条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

⑴ この要綱の規定及び補助金の交付決定に付した条件に違反した

とき。

⑵ 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。

⑶ 事業を実施しない又は事業の要件を満たさないとき。

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

２ 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消

すときは、長久手市ふるさと応援活動支援事業補助金取消通知書（様

式第９号）により、補助対象者に通知するものとする。

（実績報告）

第１６条 補助対象者は、当該事業を完了した日から起算して３０日

を経過する日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、

長久手市ふるさと応援活動支援事業実績報告書（様式第１０号。以

下「実績報告書」という。）に、次の書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。

⑴ 事業報告書

⑵ 収支決算書



⑶ 領収書及び請求明細書の写し

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第１７条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、

適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長久

手市ふるさと応援活動支援事業補助金交付額確定通知書（様式第１

１号。以下「確定通知書」という。）により、補助対象者に通知する

ものとし、補助金を交付するものとする。

２ 市長は、補助金の交付決定額と交付確定額が同じときは、前項に

規定する確定通知書を省略することができる。

（補助金の請求）

第１８条 前条の規定により、補助金の額の確定を受けた者は、長久

手市ふるさと応援活動支援事業補助金請求書（様式第１２号）によ

り補助金の請求を行うものとする。

（概算払）

第１９条 補助対象者は、規則第１３条ただし書の規定により補助事

業の完了前に補助金の全部又は一部を請求することができる。この

場合、長久手市ふるさと応援活動支援事業補助金概算払請求書（様

式第１３号。以下「概算払請求書」という。）に概算払を必要とする

理由を記載して市長に提出するものとする。

２ 市長は、前項の規定により提出された概算払請求書を審査し、事

業の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により

交付することができる。

（補助金の精算）

第２０条 補助金の概算払を受けた補助対象者は、長久手市ふるさと

応援活動支援事業補助金精算書（様式第１４号）を実績報告書に添

えて、市長に提出しなければならない。

２ 確定した事業費の額が、概算払を受けた額に満たない場合、その

差額について速やかに返還をしなければならない。

（補助金の返還）



第２１条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した

場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付さ

れているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

（その他）

第２２条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要

な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２９年１２月１５日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。


